
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
八
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

火 曜 日

号
外
第
十
八
号

　

令
和
二
年

三
月
三
十
一
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

規　
　
　

則

〇
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範

	

一

　

囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

　
　
　
　

監
査
委
員

〇
山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

〇
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則	

二

〇
山
梨
県
監
査
委
員
職
務
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示	

二

〇
山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

三

〇
山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

四

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
三
十
八
号

　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
裏
面
）
及
び
（
そ
の
五
）
（
裏
面
）
、
第
五
号
様
式
（
裏
面
）
、
第
八

号
様
式
（
裏
面
）
、
第
四
十
五
号
様
式
（
裏
面
）
並
び
に
第
四
十
七
号
様
式
（
裏
面
）
中
「、

商
工

組
合
中
央
金
庫
及
び

」
を
「及

び

」
に
改
め
る
。

																										

「				　

																																								

「

　

教
育
活
動
分

教
育
活
動
分

国
際
競
技
大

会
分

　

第
七
十
九
号
様
式
中

を

人
人

人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		

」

　

に
改
め
る
。

」
　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
九
号

　

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

	

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
の
表
中
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同
表
三

の
項
中
「
二
十
三
の
六
の
項
ト
」
を
「
二
十
三
の
八
の
項
ト
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
四
の
項
と
し
、

同
表
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三	　

特
例
条
例
第
二
条
の
表
二

十
三
の
三
の
項
ハ
の
規
定
に

よ
り
定
め
る
事
務

　

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県

規
則
第
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
八
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

二

　

イ　

規
則
第
二
条
の
文
化
財
指
定
申
請
書
の
受
理

　

ロ　

規
則
第
三
条
の
文
化
財
指
定
同
意
書
の
受
理

　

ハ	　

規
則
第
四
条
第
二
項
の
指
定
書
再
交
付
申
請
書
の
受

理

　

ニ	　

規
則
第
九
条
第
一
項
の
文
化
財
現
状
変
更
許
可
申
請

書
の
受
理

　

ホ	　

規
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理

　

ヘ	　

規
則
第
十
二
条
第
三
項
の
認
定
書
再
交
付
申
請
書
の

受
理

　

ト	　

規
則
第
十
五
条
の
出
土
文
化
財
譲
与
（
譲
渡
）
申
請

書
の
受
理

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
号

　

山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

	

山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
ね
こ
」
を
「
猫
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
ね

こ
」
を
「
猫
」
に
改
め
、
「
（
支
所
を
置
く
保
健
福
祉
事
務
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
所
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
規
則
第
一
号

　

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員　
　

小　
　

島　
　
　
　
　

徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

小　
　

泉　
　

久　
　

司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

桜　
　

本　
　

広　
　

樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

永　
　

井　
　
　
　
　

学

　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
監
査
委
員
規

則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
「
及
び
副
主
査
」
を
「
、
副
主
査
及
び
専
門
員
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
監
査
委
員
規
則
第
二
号

　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員　
　

小　
　

島　
　
　
　
　

徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

小　
　

泉　
　

久　
　

司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

桜　
　

本　
　

広　
　

樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

永　
　

井　
　
　
　
　

学

　
　
　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
監
査
委
員
規
則
第
二
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

　

山
梨
県
監
査
委
員
職
務
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員　
　

小　
　

島　
　
　
　
　

徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

小　
　

泉　
　

久　
　

司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

桜　
　

本　
　

広　
　

樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

永　
　

井　
　
　
　
　

学

　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員
職
務
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

山
梨
県
監
査
委
員
職
務
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次

二



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
八
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

三

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
監
査
等
の
年
間
計
画
」
を
「
監
査
計
画
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

監
査
の
請
求
又
は
要
求
に
基
づ
く
監
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
条
第
四
号
中
「
実
施
及
び
そ
の
結
果
の
決
定
」
を
「
結
果
及
び
勧
告
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十

九
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中
「
監
査
委
員
」
を

「
委
員
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

十	

九　

住
民
監
査
請
求
後
の
当
該
請
求
に
関
す
る
請
求
権
そ
の
他
の
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
議
決
に

つ
い
て
の
意
見
に
関
す
る
こ
と
。

　

二	

十　

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
に
関
す
る
議
決
に
つ
い
て
の
意
見
に

関
す
る
こ
と
。

　

二	

十
一　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
額
を
定
め
る
条
例
に
関
す
る
議
決
に
つ

い
て
の
意
見
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
条
中
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
中
「
監
査
委
員
」
を
「
委
員
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同
条
中
第
十
二
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一

号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
第
五
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加

え
る
。

　

六　

監
査
又
は
検
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

　

七	　

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
（
定
例
監
査
、
随
時
監
査
、
行
政
監
査
、
財
政
的
援
助
団
体
等
監

査
、
議
会
の
請
求
に
基
づ
く
監
査
、
知
事
の
要
求
に
基
づ
く
監
査
及
び
直
接
請
求
に
基
づ
く
監
査

に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
添
え
る
意
見
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
に
係
る
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

決
算
審
査
に
係
る
意
見
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

基
金
運
用
状
況
審
査
に
係
る
意
見
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
一　

健
全
化
判
断
比
率
等
審
査
に
係
る
意
見
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査
に
係
る
意
見
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
条
及
び
第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
条
を
第
六
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

　

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員　
　

小　
　

島　
　
　
　
　

徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

小　
　

泉　
　

久　
　

司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

桜　
　

本　
　

広　
　

樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

永　
　

井　
　
　
　
　

学

　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
委
員
及
び
」
を
「
山
梨
県
監
査
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
及
び
」
に

改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
県
が
財
政
的
援
助
を
与
え
て
い
る
も
の
の
監
査
」
を
「
財
政
的
援
助
団
体

等
監
査
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
号
中
「
一
定
数
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
請
求
」
を
「
直
接
請
求
」

に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
中
「
要
求
に
よ
る
」
を
「
請
求
に
基
づ
く
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
中

「
要
求
に
よ
る
」
を
「
要
求
に
基
づ
く
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
基
金
運
用
審
査
」
を
「
基

金
運
用
状
況
審
査
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
住
民
の
監
査
請
求
」
を
「
住
民
監
査
請
求
」
に

改
め
、
同
条
第
二
十
八
号
中
「
県
議
会
」
を
「
議
会
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
七
号
及
び
第
三
十
八
号

中
「
監
査
委
員
」
を
「
委
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

　

四
十
二　

内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　

四	

十
三　

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
う
ち
、
特
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

事
項
に
つ
い
て
の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

　

四	

十
四　

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
決
定
に
つ
い
て
、
合
議
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
事
項
が
あ
る
場
合
の
意
見
の
提
出
に
関
す
る
こ
と
。

　

四	

十
五　

住
民
監
査
請
求
後
の
当
該
請
求
に
関
す
る
請
求
権
そ
の
他
の
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
議
決

に
つ
い
て
の
意
見
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

　

四	

十
六　

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
に
関
す
る
議
決
に
つ
い
て
の
意
見

の
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

　

四	

十
七　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
額
を
定
め
る
条
例
に
関
す
る
議
決
に
つ

い
て
の
意
見
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
条
第
七
項
中
「
主
任
」
の
下
に
「
、
専
門
員
」
を
加
え
る
。

　

第
六
条
第
七
号
中
「
山
梨
県
監
査
委
員
職
務
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第

一
号
。
以
下
「
委
員
職
務
執
行
規
程
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
委
員
職
務

執
行
規
程
」
を
「
山
梨
県
監
査
委
員
職
務
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
一

号
）
」
に
、
「
監
査
委
員
」
を
「
委
員
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
委
員
職
務
執
行
規
程
」
を

「
山
梨
県
監
査
委
員
職
務
執
行
規
程
」
に
、
「
監
査
委
員
」
を
「
委
員
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
八
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

四

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号

　

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員　
　

小　
　

島　
　
　
　
　

徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

小　
　

泉　
　

久　
　

司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

桜　
　

本　
　

広　
　

樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

永　
　

井　
　
　
　
　

学

　
　
　

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
監
査
委
員
訓
令
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員
を
除
き
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
含
む
。
以
下
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
職
員
は
」
を
「
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

会
計
年
度
任
用
職
員
、
同
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職

員
及
び
同
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
員
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
中
「
及
び
戸
締
り
等
」
を
「
、
戸
締
り
等
」
に
、
「
う
え
で
退
室
届
を
守
衛
に
提
出
し

て
」
を
「
上
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
十
一
号
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


